
平成２７年度 第３回嘉手納町総合教育会議 議事録 

日 時 平成２８年２月２３日（火） １０：００～１１：００ 

場 所 庁議室 

出 席 者 
當山宏町長、神山吉朗副町長、新川秀隆委員長、奥間千津子委員長

職務代理者、宮里啓委員、比嘉秀勝教育長 

事 務 局 金城悟教育総務課長、我那覇弥生教育総務係長  

関 係 部 局 なし 

関 係 者   

又 は    

学識経験者 

なし 

               

発言者 内   容 

當山町長 皆さん、おはようございます。本日はお忙しい中ご出席頂きあり

がとうございます。これより第３回嘉手納町総合教育会議を開催

いたします。今回が今年度最後の総合教育会議になります。本日

の会議が首長と教育委員会との協議、調整をする場として、相互

の連携強化や教育政策の方向性を一つとする有意義な会議となる

ことを期待しております。なお、本日の会議におきましては、式

次第に沿って進めて参りたいと思います。地方教育行政の組織及

び運営に関する法律第１条の４第３項に基づき、首長が総合教育

会議を招集することとなっておりますので、私の方で議事を進め

ていきたいと思います。なお、本日の議事において、議題２は議

会提案を予定している議会の議案に関する事項ですので、その審

議については非公開にしたと思いますが、よろしいでしょうか。 

全員 異議なし 

當山町長 それでは、式次第に沿って進めて参ります。「議題１．嘉手納町

教育大綱の策定について」事務局より説明と議題の提案をお願い

します。 

金城教育総務

課長 

はい。それでは議題について読み上げて提案させて頂きます。( 

議題１読み上げ）内容について説明させて頂きます。前回、教育 

大綱案について提示したところ、委員の皆様から意見や修正を求 

める事項が多々出てまいりましたので、その点に沿った内容で再



度作成しております。まず、第２回総合教育会議で出された意見、

修正点等を読み上げて確認させて頂きます。○「学力向上」の項

目に、「心の教育」「健康・体力の向上を育む教育」を入れ込んだ

方がよい。○家庭教育をもっと大きく示した方が良い。○嘉手納

町の学校教育の特色である「英語特例校」「情報教育」については

方針①でも記載すべきで、方針③では、軽く触れる程度にする。

○伝統文化等ふるさと教育についても触れたほうが良い。○「国

際理解教育」という語句を使い、「英語特例校」「情報教育」「伝統

文化」「ふるさと教育」を包含させてはどうか。○「コミュニティ

の形成」の「形成」という語句の使用は妥当か。○国の教育振興

計画に「学びのセーフティネットの構築」とあり、県教育大綱に

もその観点は含まれる。本教育大綱でも触れるべきである。「貧困」

という語句は使わない。○「学びのセーフティネット」の項目に

「教育の機会均等を図るための施策の推進」と「青少年健全育成」

を記載するのが良い。○「島くとぅば」については、「伝統文化の

保存」に包含させる。以上となっております。この点を踏まえま

して、大綱案をご覧ください。開けて１～２ページまでは変更は

ございません。３ページ以降より修正をしたところを黄色でマー

カーしてあります。方針①の○学力向上に〈確かな学力の向上〉

〈心の教育〉〈健康・体力の向上を育む教育〉〈家庭教育の教育力

向上〉〈国際理解教育の推進〉の５つの項目を立てております。読

み上げたいと思います。（資料①参照）また○学びのセーフティネ

ットという大きな項目を立てて、〈教育の機会均等を図るための施

策の推進〉〈青少年健全育成〉という２つをたててあります。読み

上げたいと思います。（資料①参照）方針②の○社会教育の充実に

ついては、前回「コミュニティの形成」という言葉が使われてお

りましたが、原課と調整確認しましたところ、既存の団体を指し

ているので書き方を改めてあります。その次の○生涯学習の振興

については、「町民相互の活力あるコミュニティの形成」と記載し

ております。これについては、講座等を通して、新しい団体の形

成を目指したいという趣旨でしたのでそのまま残してあります。

続きまして、方針③については先ほど方針①の方で学校教育にか

かる部分を主だって記載しましたので、ここでは紹介程度に記載

する方向に変わりましたので、文言を改めています。読み上げた

いと思います。（資料①参照）以上です。審議の程、よろしくお願

いします。 



當山町長 それでは、ただいま説明した内容について、質疑やご意見があれ

ばお願いいたします。 

副町長 はい。○学びのセーフティネットの所ですが、「就学援助等補助

事業を実施し」という文言がありますが、補助事業のみ行うこと

に捉えられるので、「補助」という言葉は削除した方がいいので

はないですか。補助事業以外の事業も実施していますよね。 

當山町長 「就学援助等の事業を実施し」でよろしいですか。 

副町長 いいと思います。 

當山町長 他に何かあれば、お願いします。 

奥間委員長職

務代理者 

はい。こちらも文字の使い方ですが、〈青少年健全育成〉の「い

じめ問題」の所を「いじめ問題等」にした方がいいと思います。

生徒指導において、怠学や問題行動等もありますし、不登校やい

じめ以外にも問題はたくさんありますよね。 

 

當山町長 それでは、「いじめの問題」の文言の後に「等」を挿入します。 

他に何かあれば、お願いします。 

金城教育総務

課長 

はい。よろしいでしょうか。先程の「就学援助等の事業を実施し」

の修正の所ですが、その後の分に繋げる言葉として「また」等を

入れた方がよろしいでしょうか。 

 

副町長 「また」よりは、「実施するとともに」で繋げた方がいいと思い

ます、 

當山町長 それでは、「するとともに」に修正します。これ以上、疑義がな

ければ承認していただき、策定したいと考えております。よろし

いでしょうか。また、もし誤字等の軽微な修正があった場合、調

整については私と事務局に一任して頂いてもよろしいでしょう

か。 

全員 異議なし 

當山町長 これをもちまして「議題１．嘉手納町教育大綱の策定について」

決定いたしたいと思います。続きまして、「議題 2 平成２８年度

教育委員会主要事業予算（案）について」は、先に確認したとお

り、非公開とします。それでは、事務局より説明と議題の提案を

お願いします。 

以下、非公開 

 


